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１． 背景 

 
京都議定書の第 1約束期間が開始されたことを踏まえ、できるだけ早期に温室効果

ガス排出量・吸収量（インベントリ。別紙１参照。）の実績値を的確に把握し、迅速

に必要な対策・施策の追加・強化を行う必要があることから、昨年 7 月 31 日、温室

効果ガスインベントリの確定値・速報値の発表早期化に向け、統計の早期取りまとめ

に向けた検討を行うことについて別紙２のとおり申し合わせを行い、本幹事会等にお

いて、各省庁の取組状況のフォローアップを行うこととした。 

 
 
２．検討状況 
 
 申し合わせ以降、環境省及び統計所管省庁において検討を行った。確定値、速報値

のそれぞれについての検討結果の概要は以下のとおり。 

 
〔確定値〕 
 
気候変動枠組条約等により定められている条約事務局への提出期限（4 月 15

日）までのインベントリ提出に向けて、環境省及びインベントリ作成作業機関

である国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）では温室効果

ガス排出量算定期間（統計所管省庁等よりデータ提供を受けてから条約事務局

への提出まで）の短縮に努め、また統計所管省庁では算定に必要なデータ取り

まとめの早期化に努めることとした。 

このような取組が行われた結果、2006 年度確定値の条約事務局への提出は

2008 年 5 月 16 日であったが、2007 年度確定値の提出については 2009 年 4 月 30

日となり、半月程度早期化されたところである。 
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〔速報値〕 
 
2006 年度の速報値については 2007 年 11 月 5 日、2007 年度の速報値について

は 2008 年 11 月 12 日に公表されたところであるが、各省庁は、前年度の排出量

実績を踏まえた対策・施策の追加・強化の検討を円滑にできるように、統計の

正確性に配慮しつつ速報値の更なる早期化に努めることとした。 

 

 

今後とも各省庁は緊密な連携の下、統計の早期取りまとめに向けて検討を行うこと

とする。 

 

 

＜早期化の検討を行った統計＞ 

自動車輸送統計、畜産物生産費統計（牛乳生産費）、容器包装リサイクル法に基

づく市町村の分別収集、総合エネルギー統計、温室効果ガス排出量の算定（イン

ベントリ作成）、交通関連統計資料集（内航船舶（旅客）の燃料消費量）、電力需

給の概要、鉄道統計年報、廃棄物の広域移動対策検討調査報告書及び廃棄物等循

環利用量調査、一般廃棄物処理実態調査、ポケット肥料要覧（窒素質肥料需要量）、

日本の廃棄物処理、下水道統計、農地の移動と転用（土地管理情報収集分析調査）、

森林吸収量・活動別面積



 
 
 

温室効果ガスインベントリについて 

 
 
温室効果ガスインベントリとは、各国における温室効果ガス排出量・吸収量を排出

源・吸収源ごとに示した目録。 

 

○確定値 
・気候変動枠組条約（UNFCCC）において、附属書Ⅰ国はインベントリを条約事

務局に対象年度の翌々年の 4月 15日までに提出しなければならないとされてい

る。 
・2006 年度値は 2008 年 5 月 16 日、2007 年度値は 2009 年 4 月 30 日に提出。 
・上記提出にあわせて公表している。 

 

 
 
 
○速報値 

・確定値に先行し対象年度の翌年秋頃に公表している値。その時点で、対象年度の

年報値が公表されていないものについては、その前年度の年報値等を代用して

おり、確定値との間には誤差が生じる。 
・2006 年度値は 2007 年 11 月 5 日、2007 年度値は 2008 年 11 月 12 日に公表。 

 
 

（別紙１） 
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 既に京都議定書の第 1 約束期間が開始されたことを踏まえ、できるだけ早期に温室

効果ガス排出量・吸収量（インベントリ）の実績値を的確に把握し、迅速に必要な対

策・施策の追加・強化を行う必要がある。このため、温室効果ガスインベントリの確

定値・速報値の発表早期化に向け、統計の集計・算定・公表をできる限り早期に実施

できる体制を整える必要がある。 
  
 インベントリの確定値の取りまとめに際しては、インベントリの対象年度と同年度

の値を用いている統計が多いが、中には統計公表までに 13 ヶ月以上を要するために

インベントリの対象年度の前年度又はそれ以前の値を代用している統計が存在する。

これらの統計については、早期取りまとめに向けた検討を早急に行う必要がある。ま

た、現時点では気候変動枠組条約等により定められている条約事務局への提出期限で

ある 4 月 15 日までに提出ができない状況にあるので、2008 年度のインベントリ（集

計は 2010 年度）からは、提出期限までに提出するべく、統計の集計の早期化に向け

た検討が必要である。 
 
 また、インベントリの速報値の取りまとめに際しては、10 月の公表となっている

が、前年度の排出量実績を踏まえた対策・施策の追加・強化の検討を円滑にできるよ

うに、統計の正確性に配慮しつつ速報値の早期取りまとめに向けた検討を行う必要が

ある。 
 
統計の早期取りまとめに向けた検討は、我が国のインベントリ作成を行う環境省と

の緊密な連携の下で、当該統計を所管する省庁が行うこととする。 
 
統計の早期取りまとめについての各省庁の取組状況については、地球温暖化対策推

進本部幹事会等において、京都議定書目標達成計画の進捗状況の点検作業に併せ、年

2 回フォローアップを行うこととする。 
 

（別紙２）


